
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

本地域は、農地中間管理事業を活用した集約化に取り組んでいる。しかし、まだ未活用の農地もあるため、今後
中心経営体で推進していく。

縮小・離農・相対での貸借などの農地について、中心経営体が農地中間管理事業の活用を推進していけるような
相談体制を整える。

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0.1 ｈａ

（備考）

アンケート結果によると、北有馬町の縮小・離農したい耕作面積が２４．３ｈａに対し、拡大したい中心経営体の意
向面積が１０．３ｈａと少なく、新たな農地の受け手の確保が必要である。
小谷地域は、高齢化、離農が見られ、今後は担い手への農地の集積が急務である。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

③地区内における７５才以上の農業者の耕作面積の合計 1.1 ｈａ

ⅰ　うち後継者未定または不明の農業者の耕作面積の合計 0.5 ｈａ

①地区内の耕地面積 8.3 ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 6.5 ｈａ

南島原市 小谷地域（小谷集落） 平成２７年２月 令和２年３月

実質化された人・農地プラン
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